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１　病院事業庁組織図
（平成２９年４月１日現在）
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２ 県立３病院の概要等 

（１）病院事業の運営 

本県では、平成 11 年４月から、病院事業庁長を事業管理者とする地方公営企業法の

全部適用により県立病院の運営を行っています。

平成 24 年度からは、総合医療センターの地方独立行政法人化により、こころの医療

センター、一志病院、指定管理者制度を導入した志摩病院の３病院での運営を行ってい

ます。

病院事業庁では、国・県の医療政策の動向や県立病院を取り巻く環境の変化、県立病

院に求められている役割・機能等をふまえて、それぞれの県立病院が県民の皆さんの求

める医療を着実に推進するとともに、健全な病院経営を行っていけるよう、平成 29 年

３月に「三重県病院事業 中期経営計画（平成 29 年度～平成 32 年度）」を策定しまし

た。なお、一志病院については、今後の経営形態についての検討がなされていることか

ら、平成 29 年度の単年度計画としています。 

この計画の中で、県立病院の基本理念として、「県民の皆さんと地域の信頼を得る医療

を追求します」、「患者の皆さんの人権を尊重する医療を追求します」、「常に時代や環境

を先取りし必要となるサービスを実践します」を掲げ、病院運営に取り組んでいるとこ

ろです。

具体的な取組としては、こころの医療センターでは、本県における精神科医療の中核

病院として、精神科救急・急性期医療等の政策的医療や認知症治療、アルコール依存症

治療、精神科早期介入等の専門的医療を提供するとともに、訪問看護やデイケアといっ

た地域生活支援の充実に取り組んでいます。

一志病院では、総合診療医（家庭医）を中心とした地域医療の実践や地域医療を担う

人材の育成、研究等に取り組むとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた医療・

介護・予防等の多職種連携の推進に取り組んでいます。

志摩病院では、指定管理者（公益社団法人 地域医療振興協会）による運営のもと、診

療体制の回復を図りつつ、志摩地域における中核病院として、地域医療、救急医療の充

実などに取り組んでいます。
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（２）県立３病院の概要 

病  院  名 こころの医療センター 一志病院 志摩病院 

施設の所在地 津市城山 津市白山町南家城 志摩市阿児町鵜方 

診 療 科 目 

（H29.4.1） 

精神科、内科、歯科 内科、外科、眼科 内科、循環器科、 

外科、脳神経外科、 

小児科、産婦人科、 

整形外科、皮膚科、 

泌尿器科、眼科、 

耳鼻咽喉科、精神科、

神経内科、放射線科 

（休診中の診療科） 

小児科、産婦人科、 

整形外科、耳鼻咽喉科、

放射線科 

許可病床数 

（H29.4.1） 

※（ ）の

数値は稼働

病床数 

一般 － 46床 236(184) 床

療養 －
40(0) 床

※療養病棟 休棟中
－

精神 348床 － 100床

感染 － － －

合計 348床 86(46) 床 336(284) 床

１日平均 

患 者 数 

（H28 年度実績） 

入院 284.7人 38.1人 222.4人

外来 253.5人 85.1人 321.6人

職員数（H29.5.1） 216人 49人 －

うち医師数 

※後期研修医を含む 
15人 4人 －

うち看護師数 144人 30人 －

敷地面積 55,076㎡ 14,959㎡ 22,571㎡

建物面積 20,708㎡ 6,295㎡ 26,325㎡
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（３）県立病院課事務分掌

（平成２９年４月１日現在）

杉山　雅一

班長

主査(班長代理)

２　病院事業の経営分析・評価

４名

３　県議会対応、渉外、県行政との調整

９名

課長補佐兼班長

主幹(班長代理)

１　病院事業庁の組織・人事・勤務条件・労働関係・人材育成

参事兼課長　加太　竜一

４　県立病院の指定管理

 企画・財務班

 県立病院課

 総務班

河合　良之
定数 １４名

現在員

４　病院事業の広聴・広報、情報公開

中井　正幸

大西　雄一

３　病院事業庁職員の福利厚生、労働安全衛生

１４名

１　病院事業の経営企画・財務（予算決算・資金運用）

２　県立病院の職員採用

【所管事項説明】
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平成29年度の病院事業庁の体制

昭和23年

＜県立病院の沿革＞

病院事業庁発足（平成１１年４月１日～）
【　地方公営企業法全部適用へ移行　】

平成24年4月から地方独立
行政法人へ移行

平成24年4月から病床削減
（療養40床・一般46床）

平成24年4月から指定管理
者制度導入

H17～19 外来診療棟整備

平成10年10月から
増床整備着手

日本医療団

昭和23年8月

旧海軍燃料廠附属病院

県立病院課

昭和51年4月発足

昭和38年度から
県立病院地方公営企業法

の一部適用

昭和38年4月
医務課県立病院係

昭和49年
県立大学の国立移管に

伴い県立病院として再発足

昭和62年から整備着手

平成3年整備完了

平成7年から
全面整備着手

平成6年10月に
現在地に移転

平成11年4月から
療養型病床群導入

（療養44床・一般46床）県立こころの
医療センター

県立総合医療センター

昭和23年

平成16年4月室制の導入

県立病院経営チーム

平成14年4月
チーム制の導入

平成13年4月から増床
（一般412床・感染症4床・
救命救急センター30床）

県立志摩病院

県立高茶屋病院

昭和25年県立大学附属
病院高茶屋分院を借受け、
県立の精神病院として発足

平成11年11月名称変更

昭和61年全面整備

県立一志病院

県立病院課 県立こころの医療センター 県立一志病院
県立志摩病院
（指定管理者）

県立病院経営室

平成24年4月課制の導入

県立病院課

県立総合塩浜病院

県立医科大学
（後に県立大学医学部）

附属塩浜病院

昭和60年4月分権独立

県立小児診療センター

あすなろ学園

（児童部門が前身）

参 考

平成11年4月から

健康福祉部が所管
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３ 「三重県病院事業 中期経営計画（平成29年度～平成32年度）」について 

（１）計画の策定趣旨・位置づけおよび計画期間 （別冊資料 Ｐ３） 

本計画は、国・県の医療政策の動向や県立病院を取り巻く環境の変化、県立病院に

求められている役割・機能等をふまえて、それぞれの県立病院が県民の皆さんの求め

る医療を着実に推進するとともに、健全な病院経営を行っていけるよう、さまざまな

取組を計画的に実施していくために策定する中期的な計画であり、平成 25(2013)年度

から平成 28(2016)年度までの中期経営計画に次ぐ、新たな中期経営計画として策定す

るものです。 

また、本計画は、平成 27年３月に総務省から、公立病院が安定した経営のもとで必

要な医療を継続的に提供していくために、平成 33（2021）年３月までを計画期間とし

て策定を求められた「新公立病院改革プラン」としても位置づけることとしています。

なお、「新公立病院改革プラン」の中では、「地域医療構想」をふまえた役割を明確

化することが必要とされており、本計画はそういった視点も含めた内容としています。 
これらのことから、本計画は、平成 29（2017）年４月１日から平成 33（2021）年３

月 31日までの４年間を計画期間として推進します。 

ただし、一志病院については、今後の経営形態についての検討がなされていること

から、平成 29（2017）年４月１日から平成 30（2018）年３月 31日までの単年度計画

とします。 

（２）各病院等の計画 

 こころの医療センター （別冊資料 Ｐ５～14） 

１）前中期経営計画期間（H25～28年度）における成果と残された課題 

 こころの医療センターは、県内の精神科医療における中核病院として、精神科救急・

急性期医療等の政策的医療や認知症治療、アルコール依存症治療、精神科早期介入（早

期発見・早期支援・早期治療）・早期予防等の専門的医療を提供するとともに、研修医

や看護実習生等を積極的に受け入れるなど、県内の精神科医療人材の育成にも貢献し

てきました。 

また、「入院医療中心から地域生活支援中心へ」という国の精神科医療における方向

性の中で、入院診療については、急性期病棟への医師配置の充実や長期入院患者の退

院支援・促進に向けた取組を進め、外来診療等については、外来棟やデイケア施設の

拡充によるハード面の充実とともに、外来患者に対する地域生活支援を向上させるた

め、訪問看護体制の強化やデイケアにおけるプログラムの充実を図りました。 

今後の病院運営にあたっては、こうした病院機能のさらなる充実を図る取組を進め

【所管事項説明】
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つつ、より一層健全かつ安定的な病院運営を維持していくことが必要です。 

このため、引き続き、県内の精神科医療における中核病院としての役割を担いなが

ら、適切な入院診療機能の確保とともに、外来患者に対する地域生活支援の一層の充

実など、多様な医療ニーズに応じたきめ細かなサービスの提供を通じて収益増を図っ

ていきます。 

２）地域医療構想をふまえた役割 

 三重県地域医療構想（最終案）においては、今後、精神科医療と一般医療の連携に

ついて協議する場の設置を検討するとされています。このため、こうした協議の状況

等を注視しながら、精神疾患の状態や特性に応じた病病連携・病診連携等を図ってい

きます。 

また、認知症疾患対策について、認知症の早期診断や認知症患者への適切な対応が

図られるよう、他の医療機関や地域包括支援センター等と連携していきます。 

３）地域包括ケアシステムの構築に向けた役割 

 精神疾患を有する方が住み慣れた地域で安心して生活していくため、多職種または

複数の看護師による充実した訪問看護サービスや、多様で効果的なプログラムを用い

たデイケアサービスを提供するとともに、保健所や市町、障害福祉サービス事業所な

ど関係機関との連携を図っていくことにより、地域包括ケアシステムの構築に寄与し

ていきます。 

４）医療機能等の充実に向けた主要な取組および数値目標 

①精神科救急・急性期医療の提供

 「三重県精神科救急医療システム」の支援病院として、休日・時間外等の救急患者

の受入れに対応するとともに、自傷・他害のおそれがある場合に実施する措置鑑定

診察にかかる保健所からの要請に的確に対応していきます。 

また、急性期の入院患者について、入院時から退院を視野に入れた多職種による

支援を行いながら、適切な治療を進め、早期の退院を図っていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

精神科救急患者受入件数（件） 210 230 230 

②専門的医療の提供

〇アルコール依存症治療

アルコール依存症治療病棟を有する県内唯一の医療機関として、専門性の高いプ

【所管事項説明】
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ログラムを用いた入院治療を提供するとともに、アルコールデイケアサービスの提

供や家族等を対象とした研修会の開催などを通じて、断酒の継続を支援していきま

す。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

アルコール依存症入院患者数（人／日） 28.0 30.0 30.0 

〇精神科早期介入・早期予防 

疾患の種別にかかわらず、早期介入・早期予防が重要とされていることから、院 

内に設置した「ユース・メンタルサポートセンターMIE（YMSC-MIE）」において、若

年層やその家族等からの相談に対応し、必要に応じて院内の若者支援専門外来（YAC）

につなげるなど、切れ目のない対応を進めていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

精神科早期介入対応件数（件） 190 200 200 

③地域生活を支えるための支援

〇デイケアサービス

外来患者が住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、患者の生活能力等向 

上のための多様で効果的なプログラムを用いたデイケアサービスを提供し、患者の

日常生活や就労面での支援を行っていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

デイケア・ショートケア延べ患者数（人） 12,500 18,000 20,000 

〇訪問看護サービス 

患者の在宅療養が継続できるよう、外来診療に加え、訪問看護サービスを提供し

ていきます。なお、訪問看護の推進においては、多職種や複数の看護師により実施

するなど、効果的な手法も取り入れて対応していきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

訪問看護延べ患者数（人） 5,000 5,000 5,000 

④人材育成の充実

〇研修医・看護実習生等の受入れ

 本県における精神科医療の中核病院として、県内の精神科医療水準の向上に寄与 

するため、院内の受入体制の充実を図りながら、多くの研修医や看護実習生等を受

【所管事項説明】
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け入れていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

研修医・看護実習生等受入延べ人数（人） 2,200 2,200 2,200 

⑤業務改善の推進

〇患者満足度の向上

良質な医療サービスの提供および患者や家族の皆さんの視点に立った病院運営を

行うため、「声の箱」や「患者様アンケート」等を通じて、こころの医療センターに

対するご意見等を把握・分析し、必要となる取組を検討・推進していくことで、医

療サービスや職員の接遇面での対応力の向上を図っていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

患者満足度（％） 87.5 91.1 94.3 

５）経営の効率化等に向けた主要な取組および数値目標 

①経常収支比率・医業収支比率の向上

急性期の入院患者に対する手厚い医療の提供や訪問看護・デイケア等による地域生

活支援の充実など多様な医療サービスの提供とともに、今後の診療報酬改定への的確

な対応を通じて、収益増を図っていきます。また、費用の一層の縮減に取り組み、経

常収支の黒字の維持をめざしていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

経常収支比率（％） 100.8 101.3 101.1 

医業収支比率（％） 72.9 74.7 73.8 

一志病院 （別冊資料 Ｐ15～25） 

１）前中期経営計画期間（H25～28年度）における成果と残された課題 

一志病院は、総合診療医（家庭医）を中心としたプライマリ・ケアを実践するとと 

  もに、「三重県地域医療再生計画」に位置づけられた総合診療医の育成拠点として、研

修医や医学生を受け入れ、県内の医師の人材育成にも貢献してきました。 

また、一志病院の診療圏は、診療所等の医療資源が十分でない中で、高齢化が進展

しているため、訪問診療・訪問看護等の在宅療養支援の充実や、地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた医療・介護・予防等の多職種連携の促進に取り組んできました。 

さらに、へき地診療所への代診医派遣などを行う「へき地医療拠点病院」として、 

  県内の医療過疎地域に対する支援に取り組んできました。 

【所管事項説明】
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今後も、プライマリ・ケアを担う医師や看護師等の医療従事者を安定的に確保した 

  うえで、こうした地域の医療ニーズ等への対応を継続させていく必要があります。 

２）地域医療構想をふまえた役割 

三重県地域医療構想（最終案）における津区域の平成 37（2025）年にめざすべき医

療提供体制の方向性として、回復期機能を一層充実させることが必要であるとともに、

救急医療にかかる高い需要が見込まれることから、患者の受入体制を確保することが

求められています。 

こうしたことをふまえて、一志病院は、急性期機能を担う病院と連携し、急性期を

経過した患者の受入れに努めるなど、在宅復帰に向けた役割を担っていきます。また、

津市白山・美杉地域における入院機能を有する唯一の医療機関として、引き続き、総

合診療医を中心とした 24時間 365日の救急患者受入体制を維持していきます。 

３）地域包括ケアシステムの構築に向けた役割 

一志病院の診療圏である白山・美杉地域は、診療所等の医療資源が十分でない中で、

地域包括ケアシステムの構築に向けたさまざまな役割が一志病院に求められています。 

このため、一志病院においては、訪問診療・訪問看護等の在宅療養支援や住民健診

等の予防医療を提供するとともに、医療・介護・予防等の多職種による連携会議等を

開催するなど、多職種の顔の見える関係づくりも促進してきました。 

今後も、プライマリ・ケアを実践できる人材の育成を図りながら、在宅療養支援や

予防医療を提供するとともに、地域における多職種連携の取組を促進することで、地

域包括ケアシステムの構築に寄与していきます。 

４）医療機能等の充実に向けた主要な取組および数値目標 

①地域医療の推進

〇在宅療養支援

一志病院は、診療所等の医療資源が十分でなく、さらに、高齢化が進展している  

地域を診療圏としていることから、地域のあらゆる医療ニーズに対応できるプライ

マリ・ケアを実践し、その中で、通院が困難な患者に対しては、訪問診療や訪問看

護、訪問リハビリテーション等により、患者の在宅療養支援を行うなど、きめ細か

な医療サービスの提供を進めていきます。 

 

目標項目 H28見込 H29目標 

訪問診療、訪問看護等延べ患者数（人） 3,800 3,700 

【所管事項説明】
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〇救急医療 

誰もが住み慣れた地域において安心して暮らしていくため、消防機関や診療所等

との密接な連携を図りながら、総合診療医を中心とした 24時間 365日の救急患者受

入体制を維持し、地域の救急医療体制の確保に貢献していきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 

救急患者受入件数（件） 1,300 1,000 

〇医療過疎地域への支援 

県から指定を受けた「へき地医療拠点病院」として、県内のへき地診療所へ代診

医を派遣していくとともに、津市が新たに設置する診療所に対して医師を派遣する

など、津市への支援を行っていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 

医療過疎地域等への支援件数（件） 6 7 

②人材育成の充実

〇総合診療医の育成

医師の地域偏在等の課題がある中で、地域医療提供体制を確保していくため、三

重大学を中心に取り組んでいる総合診療医の育成に対応する拠点病院として、研修

医や医学生を積極的に受け入れ、同大学との密接な連携を図りながら実践的な研修

を実施するなど、県内において総合診療医を育成するための中心的な役割を担って

いきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 

初期研修医・医学生受入延べ人数（人） 670 600 

③プライマリ・ケアセンターへの支援

平成 28年度に、各地域でプライマリ・ケアを実践できる医療従事者等を育成する「三

重県プライマリ・ケアセンター」を一志病院内へ設置したところであり、一志病院と

しても、当センターの機能が十分に発揮されるよう、研修会の開催や人材育成の面か

ら積極的に支援を行っていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 

プライマリ・ケア研修会開催件数（件） 2 3 

【所管事項説明】
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④業務改善の推進

〇患者満足度の向上

良質な医療サービスの提供および患者や家族の皆さんの視点に立った病院運営を

行うため、「患者様ご意見箱」や「患者様アンケート」等を通じて、一志病院に対す

るご意見等を把握・分析し、必要となる取組を検討・推進していくことで、医療サ

ービスや職員の接遇面での対応力の向上を図っていきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 

患者満足度（％） 98.8 96.6 

５）経営の効率化等に向けた主要な取組および数値目標 

①経常収支比率・医業収支比率の向上

予防医療を含めた良質な医療サービスの提供を通じて、入院・外来患者数や健康診

断等の受診者数の増および診療単価の向上等による収益の増加を図るとともに、材料

費や経費など費用の縮減に努めることにより、経常収支および医業収支の向上を図り

ます。 

目標項目 H28見込 H29目標 

経常収支比率（％） 106.9 104.2 

医業収支比率（％） 69.7 68.1 

診療報酬検討会開催回数（回） 12 12 

志摩病院 （別冊資料 Ｐ26～31） 

１）前中期経営計画期間（H25～28年度）における成果と残された課題 

平成 24年４月に指定管理者制度を導入した志摩病院については、県と指定管理者と

の間で締結している当病院の管理に関する基本協定等に基づき、指定管理者により、

診療体制の段階的な回復を図りつつ、順調に病院運営を行い、志摩地域の中核病院と

して地域住民に良質で安心できる医療サービスを提供してきました。 

また、経営面でも、診療体制の段階的な回復に伴う患者数の増加等により、収支改

善が図られてきています。 

一方で、産婦人科の常勤医師の確保や小児科の入院診療機能、外科系の救急医療体

制の回復など、基本協定に定めた診療体制の中で残されている課題もあります。 

こうしたことから、今後もさらなる診療体制の回復・充実を図りながら、志摩地域

の医療ニーズに的確に対応していく必要があります。 

【所管事項説明】
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２）地域医療構想をふまえた役割 

三重県地域医療構想（最終案）において、志摩病院は、高度急性期機能を担ってい

る伊勢赤十字病院等との連携を前提としつつ、地勢的に一定程度の急性期機能を担う

ことが求められているとともに、回復期機能または慢性期機能の充実を図ることも期

待されています。 

こうしたことをふまえ、志摩病院は、伊勢赤十字病院等との連携のもと、志摩地域

の二次救急医療や災害医療等を担う急性期病院としての役割を引き続き担っていく

とともに、新たに運用を開始している地域包括ケア病棟を安定的に運用するなど、急

性期機能に加え、回復期機能も併せ持つ地域の中核病院としての役割を果たしていき

ます。 

３）地域包括ケアシステムの構築に向けた役割 

志摩地域の地域包括ケアシステムの構築に向けて、入院医療と在宅医療の連携（病

病・病診連携）や、医療・介護・予防等の関係機関の連携（多職種連携）を行うため

のネットワークづくりを推進しています。 

今後も引き続き、志摩地域の中核病院としての役割に加え、こうした地域包括ケア

システムを構築していくための取組の充実についても、積極的に進めていきます。 

４）診療機能の回復・充実等に向けた取組および数値目標 

①診療機能の回復・充実

志摩地域の中核病院としての役割を引き続き担っていけるよう、常勤医師や看護師

等の充実、総合診療医と他の専門医の連携による幅広い疾患への対応、救急医療体制

のさらなる拡充、他の急性期病院等との連携強化など、診療機能の回復・充実を図る

とともに、一層の収支改善に取り組み、経営の健全化に努めます。 

目標項目 H28見込 H29目標 H32目標 

１日平均入院患者数 （人／日） 223.0 237.0 251.0 

１日平均外来患者数 （人／日） 326.0 335.0 350.0 

１か月平均救急患者数（人／月） 496.0 523.0 615.0 

経常収支比率（％） 97.0 100.0 100.0 

利用者満足度（％） 85.0 85.0 85.0 

※指定管理者の病院運営にかかる数値目標です。 

【所管事項説明】
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 県立病院課 （別冊資料 Ｐ32～35） 

１）前中期経営計画期間（H25～28年度）における成果と残された課題 

県直営のこころの医療センターおよび一志病院については、それぞれの病院に求め 

  られる役割・機能に応じたさまざまな取組を推進するとともに、計画期間における２

病院を合わせた経常収支の黒字を確保する見込みです。 

また、志摩病院については、医師確保等の課題に対して指定管理者と共に取り組み、 

診療体制の段階的な回復と経常収支の改善が図られました。 

引き続き、それぞれの病院が求められる役割・機能を担っていけるよう、医師や看 

  護師等の医療従事者を安定的に確保するとともに、経営面での強化を図るための支援

を充実していく必要があります。 

２）各県立病院に対する支援および数値目標 

①医師・看護師の確保

医師の確保については、三重大学等への医師派遣要請を継続的に実施します。ま

た、医師の研修予算の確保や図書の整備など研修環境の充実を図るとともに、子育

て支援制度の運用など働きやすい職場づくりを推進することで、医師にとって魅力

のある病院づくりに取り組んでいきます。 

看護師については、大学、専門学校等の養成機関への積極的な訪問や就職説明会

への参加、さまざまな広報媒体の活用などによる県立病院のＰＲに努めるとともに、

修学資金の貸付制度を運用することなどにより、新たな職員の確保に取り組みます。 

また、看護師にとって魅力ある病院づくりのため、専門看護師、認定看護師、そ

の他学会認定資格等の資格取得にかかる支援や、子育て支援制度の運用、院内保育

所の運営、時間外勤務を縮減する取組等を推進していきます。 

目標項目 H28見込 H29目標 

医師充足率 （％） 90.2 100.0 

看護師充足率（％） 100.0 100.0 

※こころの医療センター、一志病院を合計した値 

【所管事項説明】
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４ 平成２９年度三重県病院事業会計予算について 

１ 予算編成にあたっての基本的な考え方 

 病院事業庁においては、県立こころの医療センター、県立一志病院及び指定管理者制度

を導入した県立志摩病院の３病院を管理運営しています。

平成２９年度の病院事業は、県立こころの医療センターにおいては、県内の精神科医療

の中核病院としての取組など、県立一志病院においては、総合診療医（家庭医）を中心と

したプライマリ・ケアの取組など、また、県立志摩病院においては、指定管理者による運

営のもと、診療体制の回復を図りながら、志摩地域の中核病院としての取組を進めるなど、

それぞれの県立病院に求められている役割・機能等を踏まえつつ、県民の皆さんに安全で

良質な医療が提供できるよう充実した取組を実践するとともに、引き続き経営改善に努め

てまいります。

２ 主な重点項目 

（１）病院施設・設備整備事業             予算額     295,334千円 

安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、平成２８年度に設計を行った県立

こころの医療センター及び県立志摩病院の空調設備（冷温水発生機）や、県立一志病

院の受変電設備などの更新工事を実施するとともに、新たに県立志摩病院の病棟・管

理検査棟の蒸気配管の更新などに係る設計を実施します。 

（２）志摩病院管理運営事業              予算額  1,112,044千円 

 県立志摩病院の指定管理者に対して、政策医療を実施するために必要な経費等を交

付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施していくための資金の貸付を行い

ます。 

【所管事項説明】
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県立病院の運営（予算額 ７，２６７，６６２千円）※

～良質で満足度の高い医療サービスの提供をめざして～ 県立病院課 ℡ ２２４－２３５０

安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、各病院施設・設備の改 
修等を行います。 

○ こころの医療センター
   空調設備 （冷温水発生機）の更新（H29～H30)    100,710千円 

 〃   （集中操作パネル）の更新（H28～H29)    58,601千円 
○ 一志病院

受変電設備（※）   11,720千円
※電圧を高圧から低圧に変換する機器 

○ 志摩病院
   空調設備（冷温水発生機）の更新   69,692千円 
   精神病棟のトイレ・浴室の改修    15,594千円 
   病棟・管理検査棟の蒸気配管の更新に係る設計委託     4,594千円 

 など 

病院施設・設備整備事業
予算額    ２９５，３３４千円

県立志摩病院の指定管理者に対して、政策医療を実施するため
に必要な経費等を交付するとともに、安定的、継続的な病院運営
を実施していくための資金の貸付を行います。

 政策的医療交付金（指定管理料） 484,183千円 

短期貸付金（運転資金の貸付）      600,000千円 
  など 

※なお、平成28年度まで当初予算に計上していた経営基盤強化交付金（赤字補填） 

 については、平成29年度以降は、決算において経常損失が生じた場合、県と指定 

 管理者が協議のうえ、一定の措置を講じることとするため、平成29年度当初予算に 

 は計上していません。 

志摩病院管理運営事業
予算額 １，１１２，０４４千円

（※）病院事業費用と資本的支出を合わせた平成29年度総事業費 

県立こころの医療センター（津市城山）  
本県における精神科医療の中核病院として、精神
科救急・急性期医療や、認知症治療、アルコール
依存症治療等の専門的医療、訪問看護等の地域
生活支援の充実に取り組みます。 

県立一志病院 （津市白山町） 
総合診療医（家庭医）を中心としたプライマリ・ケ
アの実践やプライマリ・ケアにかかる地域人材の
育成等に取り組むとともに、地域に最適な包括的
で全人的な医療の体制づくりに取り組みます。 

県立志摩病院（志摩市阿児町） 
志摩地域の中核病院として、引き続き、診療体制
の充実を図りながら、地域医療、救急医療等に取
り組みます。 

 （平成24年4月から指定管理者制度導入） 
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１．収益的収支 （単位：千円）
こころの医療

センター
合計

3,360,626 5,361,804

2,362,180 3,001,980

1,932,456 2,279,534

405,162 569,912

998,446 2,359,824

90,506 236,125

889,907 1,852,972

3,326,131 5,275,571

3,226,219 5,084,790

2,140,957 2,871,626

212,150 277,354

598,602 1,359,009

176,601 548,231

99,912 190,781

34,495 86,233

34,495 86,233

33,228 71,608

※　県立病院課の給与費、経費については、各病院の費用として割振りを行う前の所要額として記載しています。

２．資本的収支 （単位：千円）
こころの医療

センター
合計

409,520 1,531,981

196,700 490,800

212,820 441,181

0 600,000

537,435 1,992,091

210,795 507,485

326,640 787,406

0 90,000

0 7,200

0 600,000

△ 127,915 △ 460,110

（単位：千円、％）

端数処理の関係により、各項目の合計額が一致しないことがあります。

うち一般会計繰入金

医業費用（Ｃ）

うち給与費

36,390

7,465

うち経費

うち減価償却費

志摩病院

5,357

医業外費用（Ｄ）

③　資本的収入（ａ＋ｂ＋c）

15,348

15,348

建設改良費（d)

164,750

347,078

627,818

33,023

企業債（a)

（参考）H２８年度当初予算 経常収支

医業収益（Ａ）

うち入院収益

うち外来収益

企業債償還金(e)

①　病院事業収益（Ａ＋Ｂ）

経常収支 （Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）

総収支　（①－②）

②　病院事業費用（Ｃ＋Ｄ）

うち材料費

医業外収益（Ｂ）

平 成 ２ ９ 年 度 の 予 算 概 要

短期貸付金返還金（c)

④　資本的支出（d＋e＋f＋ｇ＋ｈ)

うち長期前受金戻入

県費負担金（b)

36,390

7,403,954

1,972,295

病院事業費用

資本的支出

計

長期借入金償還金(f)

長期貸付金(g)

短期貸付金(h)

86,292

5,431,659

一志病院

974,260

560,276

930,405

937,870

331,970

資本的収支差引  (③－④)

平成29年度当初予算額

県立病院課

105,093

104,260

701

105,093

57,929

222,473

65,204

12,322

346,442

0

0

11,982

921,825

0

12,184

55,900

68,084

一志病院

1,053,364

0

831,240

906,477

526,835

132,596

909,843

600,000

0

0

428,653

239,873

志摩病院

75,237

311,980

513,822

0

600,000

215,164

238,200

△ 18,208

0

0

0

【参考】

△ 215,162

30,088

56,204

0

0

0

0

0

8,167

1,721

※        24,112

0

※      170,393

0

1,013

増減（H29－H28） 前年度比（H29／H28）

90,000

2,025

613

1,268,526

96,926

105,093

0

県立病院課

△ 98,825

0

99,838

0

1,013

7,200

△ 136,292

19,796

△ 156,088

平成28年度当初予算額

98.2

101.0

97.1

7,267,662

1,992,091

5,275,571

【所管事項説明】
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５ 指定管理者による志摩病院の運営について 

平成２４年４月に指定管理者制度を導入した志摩病院については、指定管理者（公益社

団法人 地域医療振興協会）において、診療体制の段階的な回復を図りつつ、順調に運営を

行っているところです。 

平成２９年度についても、志摩地域の中核病院としての役割・機能を担っていけるよう

病院運営を進めていきます。 

１ 診療科別の常勤医師の配置等について 

常勤医師の配置については、内科及び救急・総合診療科の医師が充実するなど、診療

体制の回復が図られています。 

平成２９年度においても、引き続き常勤医師の充実に努め、診療機能の一層の向上が

図れるよう取り組んでいきます。 

（単位：人）

H24.3 H24.4 H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4

内科及び救急・総合診療科 5 7 11 17 11 14 14

外科 3 4 3 3 3 3 3

整形外科 3 2 2 2 2 2 2

脳神経外科 1 1 1 0 0 0 0

眼科 1 1 1 1 1 1 1

産婦人科 0 0 0 0 0 0 0

小児科 0 0 1 1 1 1 1

東洋医学・皮膚科 0 0 0 1 1 1 1

泌尿器科 1 1 1 1 1 1 1

精神科 3 3 3 3 2 2 2

放射線科 1 1 1 1 1 1 1

緩和ケア 2 2 0 0 0 0 0

　計 20 22 24 30 23 26 26

初期研修医 1 2 2 2 3 4 2

診療科等

指定管理県直営

２ 診療体制等について 

入院診療については、平成２４年７月からの病棟１棟の再開に引き続き、平成２７年

１１月から病棟１棟を再開させ、全病棟を稼働させています。また、一般病棟の稼働病

床数についても、平成２４年４月の１１７床から順次増床を図り、平成２８年１０月に

は１８４床となっています。さらに、平成２８年２月及び同年１０月からは、地域にお

いて一層の充実が求められている回復期機能を担う地域包括ケア病棟の運用を開始し、

【所管事項説明】
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他の急性期病院からの紹介患者や在宅患者の急変時の受入れなどを行い、在宅復帰に向

けた医療やリハビリテーション等を提供するなど、地域の多様な医療ニーズに対応して

います。

外来診療については、これまで内科・小児科等の診療枠の拡大や消化器外来の新設な

ど、診療機能の充実を図ってきているところです。 

平成２９年度においても、引き続き、診療機能の維持・充実に努めていきます。 

３ 患者数及び医業収益について 

患者数及び医業収益については、診療体制の充実・回復に伴って増加している状況に

あります。特に、平成２８年度の一般病床の１日平均入院患者数及び入院収益は、地域

包括ケア病棟の運用などにより前年度と比較して大幅に増加しています。

平成２９年度においても、引き続き、診療体制のさらなる充実等により患者数の増加

につなげ、経常収支の改善を図っていきます。

一般 113.5 114.6 116.3 115.8 131.6

精神 93.4 91.3 89.4 88.3 90.8

一般 247.1 264.8 270.3 280.3 282.4

精神 36.7 37.2 37.6 37.3 39.3

一般 35,810 38,130 39,783 40,074 40,349

精神 13,490 13,485 13,736 13,642 13,769

一般 12,110 12,061 11,956 12,013 12,154

精神 6,701 7,086 6,677 6,678 6,657

161,968 170,402 178,068 178,290 199,508

66,112 70,291 70,813 73,239 74,790

H24実績 H25実績 H26実績 H27実績 H28実績

１日平均患者数
　　（人／日）

入院

外来

診療単価（円）

入院

外来

医業収益
　（千円／月）

入院（月平均）

外来（月平均）

４ 救急診療について 

救急診療については、内科系の救急受入態勢において、これまで段階的に受入時間帯

の拡充を図ってきたところですが、平成２８年５月９日からは、２４時間３６５日の受

入れを開始しています。これにより、志摩病院への救急搬送者数（志摩広域消防組合に

よる搬送）は、増加している状況です。 

平成２９年度においても、内科系医師の確保を図りながら２４時間３６５日の受入れ

を継続するとともに、さらなる受入れの拡充が図れるよう取り組んでまいります。 

【所管事項説明】
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【志摩広域消防組合からの搬送者数】 

なお、現在の救急患者の受入態勢は、下表のとおりです。

（△は隔週で対応）

区   分 月 火 水 木 金 土 日・祝 

内
科
系

昼 間（ 8:30～17:00） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

準夜間（17:00～22:30） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

深 夜（22:30～ 8:30） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

外
科
系

昼 間（ 8:30～17:00） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

準夜間（17:00～22:30） ○ ○ ○ △ 

深 夜（22:30～ 8:30） △ △ 

５ 適正な病院運営のための取組 

（１）管理運営協議会 

病院運営に関する具体的な事項を協議するため、病院事業庁と指定管理者の代表者

等で構成する「志摩病院管理運営協議会」を、平成２８年度は７月と１０月に開催し、

取組実績を聴取するとともに、今後の取組等について協議を行いました。 

平成２９年度においても２回程度開催し、情報共有及び適切な連携を図っていきま

す。 

H24 H25 H2６ H27 H28
 救急搬送者数年度計 1,453 1,639 1,960 1,962 2,302
 前　年　度　比　 132.6% 112.8% 119.6% 100.1% 117.3%

【所管事項説明】

20



（２） 毎月の業務報告等 

指定管理者から毎月提出される「業務報告書」の聴き取りを中心に、運営状況の詳

細を把握し、随時、具体的な事項についての協議・調整を行いました。

平成２９年度も引き続き実施し、具体的な取組の進捗状況等について、的確に把握

しながら一層の連携を図っていきます。

（３） 運営状況報告会 

地域の皆さんの意見等を今後の管理業務に反映させるため、病院事業庁主催による

「志摩病院運営状況報告会」を平成２９年１月に開催し、指定管理者から運営状況の

説明を行うとともに、地域の皆さんの意見を伺いました。

平成２９年度も引き続き開催し、情報提供を行うとともに地域の皆さんの意見等に

ついては、今後の病院運営に活かしていきます。

【所管事項説明】
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第１節 計画策定の背景等 
 

１ 県立病院改革の経緯 

本県の県立病院は、平成 23 年度まで、４病院（総合医療センター、こころの医療セ

ンター、一志病院、志摩病院）の一括での地方公営企業法全部適用による枠組みのもと、

政策的医療等の提供に大きな役割を果たしてきましたが、医師・看護師不足など医療を

取り巻く環境が大きく変化する中で、果たすべき役割・機能を十分に発揮できなくなり、

収支面においても非常に厳しい状況が続いてきました。また、４つの県立病院は、機能

や規模、抱える課題、さらには立地する地域の医療環境がそれぞれ異なる状況にありま

した。 
 

このようなことから、県では、病院の運営体制を再構築し今後も健全な経営を継続さ

せることを前提に、各病院が県民の皆さんに良質で満足度の高い医療を安定的かつ継続

的に提供することをめざして県立病院改革の検討を進めてきました。その結果、県は平

成 22 年３月に、４病院一括での地方公営企業法全部適用による枠組みを外し、病院ご

とに改革を進める「県立病院改革に関する基本方針」を策定しました。 

県および病院事業庁では、この基本方針に基づき、平成 24 年４月に、総合医療セン

ターについては地方独立行政法人に移行し、志摩病院については指定管理者制度を導入

しました。 
 

また、この基本方針では、こころの医療センターについては、「地方公営企業法の全

部適用」を継続することが示され、一志病院については、「県立」病院としては廃止し、

「ニーズに応えられる事業者」へ移譲することが示されています。その改革の工程とし

ては、「『病院の姿』可能性詳細調査」の結果をふまえ、一志病院を直ちに民間移譲する

ことは困難であることから、当分の間は県立県営での運営を行うこととされています。 

なお、一志病院については、平成 27 年９月に設置された「三重県立一志病院のあり

方に関する検討会」での議論を経て、平成 28 年２月に策定された「三重県立一志病院

のあり方について～三重県立一志病院のあり方に関する検討会を踏まえて～」の中で、

同院に求められる役割・機能が示され、現在、経営形態についての検討がなされている

ところです。 

 

２ 医療政策の動向 

国においては、今後のさらなる高齢化の進展により、慢性疾患を中心とする医療ニ

ーズが増大するなど、医療の内容が変化していく中で、引き続き全ての人々が安全で
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質の高い医療が受けられるようにするためには、限られた医療資源を医療ニーズに合

わせて効果的にかつ無駄なく活用できようにすることが必要であり、団塊の世代が 75

歳以上になる平成 37（2025）年に向けて、医療提供体制の再構築と地域包括ケアシス

テムの構築を図ることとされています。 
 

具体的には、診療報酬の改定、補助金の活用、医療法の改正等により、 

・急性期病床の位置づけを明確化し、医療資源の集中投入により機能強化を図るな  

ど、医療機関の機能分化・強化と連携の推進 

・医療機関相互および医療と介護の連携等による必要なサービスの確保と、一般病

床における長期入院の適正化の推進 

・在宅医療の拠点となる医療機関の役割を明確にするなど、在宅医療の充実 

等に取り組むこととされています。 
 

こうした中、平成 26 年６月に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（平成 26 年法律第 83 号）により、

各都道府県において、平成 37（2025）年の医療需要を見据えた、あるべき医療提供体

制を実現するための「地域医療構想」が策定されることとなりました。 

本県では、同構想において８つの区域を設定し、各区域に設置した地域医療構想調

整会議の中で、医療機能の分化、連携等についての協議を行いながら、平成 28 年度中

の策定に向けた検討が進められている状況です。 
 

また、精神科医療にあっては、平成 26 年２月に「良質かつ適切な精神障害者に対す

る医療の提供を確保するための指針」（平成 26 年厚生労働省告示第 231 号）において、

入院医療中心の精神医療から精神障がい者の地域生活を支えるための精神医療への改

革の実現に向け、精神障がい者に対する保健・医療・福祉に携わるすべての関係者が

めざすべき方向性が示され、精神病床の機能分化の推進、保健医療サービスおよび福

祉サービスの提供体制の確保、医療・福祉面における多職種の連携等に取り組んでい

くことが示されています。 

 

３ 県立病院の役割・機能 

  県立３病院（地方独立行政法人 三重県立総合医療センターを除く。）においては、

国・県の医療政策の動向や県立病院を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、次

のような役割・機能を果たす必要があると考えています。 
 

・こころの医療センターでは、本県における精神科医療の中核病院として、精神科救

急・急性期医療等の政策的医療や認知症治療、アルコール依存症治療、精神科早期

介入等の専門的医療を推進するとともに、訪問看護やデイケアといった地域生活支

援の充実を図ること 
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・一志病院では、総合診療医（家庭医）を中心としたプライマリ・ケア（※）の実践

やプライマリ・ケアにかかる地域人材の育成等に取り組むとともに、地域に最適な

包括的で全人的な医療の体制づくりを進めること 

※患者の身近なところで、あらゆる健康上の問題や疾病に対し、総合的・継続的、全人的

に対応する医療 
 

・志摩病院では、指定管理者による運営のもと、志摩地域の中核病院として、地域医   

療、救急医療等の充実に取り組むこと 

 

第２節 計画の基本的事項 
 

１ 計画の策定趣旨・位置づけおよび計画期間 

 本計画は、第１節において示した「計画策定の背景等」をふまえて、それぞれの県

立病院が県民の皆さんの求める医療を着実に推進するとともに、健全な病院経営を行

っていけるよう、さまざまな取組を計画的に実施していくために策定する中期的な計

画であり、平成 25(2013)年度から平成 28(2016)年度までの中期経営計画に次ぐ、新た

な中期経営計画として策定するものです。 
 

 また、本計画は、平成 27 年３月に総務省から、公立病院が安定した経営のもとで必

要な医療を継続的に提供していくために、平成 33（2021）年３月までを計画期間とし

て策定を求められた「新公立病院改革プラン」としても位置づけることとしています。 

  なお、「新公立病院改革プラン」の中では、「地域医療構想」をふまえた役割を明確

化することが必要とされており、本計画はそういった視点も含めた内容としています。 
 

 これらのことから、本計画は、平成 29（2017）年４月１日から平成 33（2021）年３

月 31 日までの４年間を計画期間として推進します。 

 ただし、一志病院については、今後の経営形態についての検討がなされていること

から、平成 29（2017）年４月１日から平成 30（2018）年３月 31 日までの単年度計画

とします。 

 

２ 計画の進行管理 

 本計画の着実な推進を図るため、本計画の数値目標について、計画期間中の各年度

の目標値を設定し、その進行管理について、病院事業庁が導入している業務マネジメ

ントツールである「バランス・スコアカード（ＢＳＣ）」により行います。 

 なお、本計画は、県立病院を取り巻く今後の環境変化等をふまえ、必要に応じて見

直しを行うこととします。 

  



 

- 4 - 

第３節 病院事業のミッションおよび県立病院の基本理念 
 

病院事業庁においては、次の「病院事業のミッション」と「県立病院の基本理念」

を掲げ、病院運営を行っていきます。 
 

 病院事業のミッション  
 

県民の皆さんや地域に信頼され、かつ医療従事者にとって魅力のある病院づくりを

進めながら、良質で満足度の高い医療サービスを実践し、県民の皆さんと共に、生涯

にわたって健康な暮らしを続けられる医療環境の実現に貢献します。 
 

 県立病院の基本理念  
 

１ 県民の皆さんと地域の信頼を得る医療を追求します 
 

県民の皆さんが地域で安心して暮らせるよう、病院や診療所のほか、保健・福祉

等さまざまな関係機関との連携強化・役割分担を図りながら、県民の皆さんと地

域の信頼を得る医療を追求します。 
 

２ 患者の皆さんの人権を尊重する医療を追求します 
 

インフォームド・コンセントやセカンドオピニオンを推進するとともに、個人

情報等プライバシーの保護を徹底するなど、患者の皆さんの視点に立った、人権

を尊重する医療を追求します。 
 

３ 常に時代や環境を先取りし必要となるサービスを実践します 
 

職員一人ひとりが資質の向上を図るとともに、県民の皆さんや地域の医療ニー

ズを的確に把握しながら新たなサービスを創造するなど、常に時代や環境の変化

を先取りし必要となるサービスを実践します。 
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第１節 こころの医療センター 
 

１ 前中期経営計画期間（H25～28 年度）における成果と残された課題 

こころの医療センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定され

る県立の精神科病院であり、県内の精神科医療における中核病院として、精神科救急・

急性期医療等の政策的医療や認知症治療、アルコール依存症治療、精神科早期介入（早

期発見・早期支援・早期治療）・早期予防等の専門的医療を提供するとともに、研修医

や看護実習生等を積極的に受け入れるなど、県内の精神科医療人材の育成にも貢献して

きました。 

また、「入院医療中心から地域生活支援中心へ」という国の精神科医療における方向

性の中で、入院診療については、急性期病棟への医師配置の充実や長期入院患者の退院

支援・促進に向けた取組を進め、外来診療等については、外来棟やデイケア施設の拡充

によるハード面の充実とともに、外来患者に対する地域生活支援を向上させるため、訪

問看護体制の強化やデイケアにおけるプログラムの充実を図りました。 

経営面においても、収益の確保や費用縮減の経営努力により、平成 17（2005）年度

から平成 28（2016）年度までの 12 年連続で経常黒字を確保する見込みです。 

今後の病院運営にあたっては、こうした病院機能のさらなる充実を図る取組を進めつ

つ、より一層健全かつ安定的な病院運営を維持していくことが必要です。 

このため、引き続き、県内の精神科医療における中核病院としての役割を担いながら、

適切な入院診療機能の確保とともに、外来患者に対する地域生活支援の一層の充実など、

多様な医療ニーズに応じたきめ細かなサービスの提供を通じて収益増を図っていきま

す。 

 
 

 

 

第２章 各病院等の計画 

参考：主要な指標からみたこれまでの成果 
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２ ビジョンおよび経営方針 

こころの医療センターにおいては、次の「ビジョン」と「経営方針」に基づき、同 

院に求められる役割・機能に応じた取組を実施していきます。 
 

 ビジョン  

県民の皆さんのより良いこころの健康をめざし、精神科疾患があっても地域で安 

心して暮らせるよう、医療サービスを提供していきます。 
 

 経営方針  

・精神科の医療倫理を遵守し、患者や家族の皆さんの視点に立った良質で満足度の

高い医療サービスを提供しながら、健全な病院運営を進めます。 

・政策的医療や専門的医療、災害医療の取組において、県内の精神科医療における

中核病院としての役割を担い、県の精神科医療をリードします。 
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３ 地域医療構想をふまえた役割 

三重県地域医療構想（最終案）においては、今後、精神科医療と一般医療の連携につ

いて協議する場の設置を検討するとされています。このため、こうした協議の状況等を

注視しながら、精神疾患の状態や特性に応じた病病連携・病診連携等を図っていきます。 

また、同構想（最終案）では、認知症疾患対策について、「三重県認知症施策推進会

議」において引き続き議論を進めていくとされています。このため、この会議の議論

をふまえながら、県が指定する「認知症疾患医療センター」として、認知症の早期診

断や認知症患者への適切な対応が図られるよう、他の医療機関や地域包括支援センタ

ー等と連携していきます。 

 

４ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割 

精神疾患を有する方が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、在宅にお

ける医療サービスを確保するとともに、医療・介護・予防等にかかる地域の関係機関

および多職種が連携し、一体となって対応していくことが必要です。 

このため、多職種または複数の看護師による充実した訪問看護サービスや、多様で

効果的なプログラムを用いたデイケアサービスを提供するとともに、保健所や市町、

障害福祉サービス事業所など関係機関との連携を図っていくことにより、地域包括ケ

アシステムの構築に寄与していきます。 

 

５ 医療機能等の充実に向けた主要な取組および数値目標 
 

（１）精神科救急・急性期医療の提供 

精神科疾患等を有する方が地域で生活していくためには、疾患の急性発症等に 24

時間 365 日対応できる体制の維持が不可欠です。 

このため、「三重県精神科救急医療システム」の支援病院として、休日・時間外等

の救急患者の受入れに対応するとともに、自傷・他害のおそれがある場合に実施する

措置鑑定診察にかかる保健所からの要請に的確に対応していきます。 

また、急性期の入院患者について、入院時から退院を視野に入れた多職種による支

援を行いながら、適切な治療を進め、早期の退院を図っていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

精神科救急患者受入件数（件） 210 230 230

 

（２）専門的医療の提供 

   ① 認知症治療 

認知症疾患を有する方の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らして 

いけるよう、症状に応じた適時・適切な医療が必要です。 
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また、認知症治療においては、早期診断・早期対応が重要であることから、家族等

からの相談にしっかりと対応し、速やかに鑑別診断を行う必要があります。 

このため、専門外来（もの忘れ外来）と専門病棟（認知症治療病棟）による切れ目

のない効果的な治療を提供するとともに、他の医療機関や介護サービス事業所など関

係機関との連携を推進します。また、県が指定する「認知症疾患医療センター」とし

て、家族等からの相談にきめ細かに対応しながら、積極的に普及啓発を進めていきま

す。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

認知症入院患者数（人／日） 38.0 40.0 40.0
 

   ② アルコール依存症治療 

アルコール依存症治療においては、依存状態を離脱させることに加え、再発させ 

ないための支援が重要となります。 

このため、アルコール依存症治療病棟を有する県内唯一の医療機関として、専門性

の高いプログラムを用いた入院治療を提供するとともに、アルコールデイケアサービ

スの提供や家族等を対象とした研修会の開催などを通じて、断酒の継続を支援してい

きます。また、依存症に関する相談や普及啓発にも努めていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

アルコール依存症入院患者数（人／日） 28.0 30.0 30.0
 

   ③ 精神科早期介入・早期予防 

疾患の種別にかかわらず、早期介入・早期予防が重要とされている中で、精神疾  

患を有する若年層については、症状に気づいてから、専門の医療機関を受診するまで

の期間が長い傾向にあるため、こうした状況を改善することが必要とされています。 

このため、院内に設置した「ユース・メンタルサポートセンターMIE（YMSC-MIE）」

において、若年層やその家族等からの相談に対応し、必要に応じて院内の若者支援専

門外来（YAC）につなげるなど、切れ目のない対応を進めていきます。 

また、若年層への支援にあたっては、保健所や学校など関係機関との連携を図りな

がら取り組んでいきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

精神科早期介入対応件数（件） 190 200 200

 

（３）地域生活を支えるための支援 

   ① デイケアサービス 

外来患者が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、患者の生活能力等 

が向上するよう支援を行っていく必要があります。 
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このため、多様で効果的なプログラムを用いたデイケアサービスを提供することに

より、患者の日常生活や就労面での支援を行っていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

デイケア・ショートケア延べ患者数（人） 12,500 18,000 20,000
 

② 訪問看護サービス 

外来患者が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、在宅での生活にお 

いて、治療をしっかりと継続していく必要があります。 

このため、患者の在宅療養が継続できるよう、外来診療に加え、訪問看護サービス

を提供していきます。なお、訪問看護の推進においては、多職種や複数の看護師によ

り実施するなど、効果的な手法も取り入れて対応していきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

訪問看護延べ患者数（人） 5,000 5,000 5,000
 

③ 入院患者の退院支援 

入院患者の入院期間の長期化を防止し、住み慣れた地域で安心して生活していけ 

るよう、退院に向けた適切な支援を速やかに行う必要があります。 

このため、保健所や市町、障害福祉サービス事業所等の関係機関と十分に連携しな

がら、症状や生活環境等に応じた適切な退院支援を行っていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

入院後１年以内の患者退院率（％） 94.7 95.0 95.0
 

④ 関係機関等との連携 

さまざまな精神疾患を有する患者の医療ニーズに対応し、地域での安心した生活 

につなげていくためには、他の医療機関や保健所、障害福祉サービス事業所、学校、

企業等との連携が必要となり、そのためには、そうした関係機関との顔の見える関係

づくりが不可欠です。 

このため、関係機関と共に研修会を開催するなど、連携した取組を積極的に行い、

顔の見える関係づくりを推進していきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

障害福祉サービス事業所等との連携取組件数（件） 4 4 8
 

   ⑤ 精神疾患・障がいにかかる普及啓発 

精神疾患の早期介入、早期予防の重要性が地域社会において十分に認識されると 

ともに、精神障がい者が住み慣れた地域で安心して生活していくうえで周囲の正しい

理解と協力を得るためには、積極的な普及啓発が必要となります。 
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このため、出前講座「こころしっとこセミナー」等による各種団体への講師派遣を

通じて、心理的作用（ストレス）や精神疾患等に対する正しい理解を得るための普及

啓発に取り組んでいきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

こころしっとこセミナー開催件数（件） 30 30 35

 

（４）人材育成の充実 

   ① 研修医・看護実習生等の受入れ 

本県における精神科医療の中核病院として、県内の精神科医療水準の向上に寄与 

するため、医師や看護師等を育成していく必要があります。 

このため、院内の受入体制の充実を図りながら、多くの研修医や看護実習生等を受

け入れていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

研修医・看護実習生等受入延べ人数（人） 2,200 2,200 2,200
 

② 職員の育成 

こころの医療センターが、県内の精神科医療の中核病院として、政策的医療・専  

門的医療の提供や研修医・看護実習生等の受入れなどの役割を引き続き担っていくた

めには、職員の一層の能力向上を図っていく必要があります。 

このため、精神保健指定医や認定看護師等の専門資格の取得を支援・促進するとと

もに、チーム医療や多職種連携のための幅広い知識の習得や技術の向上に資する研修

機会の充実に努めていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

人材育成研修回数（回） 5 5 5

 

（５）業務改善の推進 

   ① 危機管理対策 

患者や家族の皆さんの視点に立った医療を安全・安心に提供するためには、危機 

管理に対する職員の意識や対応能力を一層向上させていく必要があります。 

このため、医療事故の防止や行動制限等の医療倫理にかかる研修、大規模地震等の

自然災害を想定した防災訓練等を定期的に開催することにより、医療事故等の未然防

止や災害発生時の円滑な対応に備えていきます。 

また、県内外で大規模災害が発生した場合には、被災地等の要請に基づき、精神科

医師、看護師、精神保健福祉士等で構成する三重ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）

として職員を派遣し、被災地における精神科医療および精神保健活動を積極的に支援

していきます。
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目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

危機管理研修等参加率（％） 89.0 90.0 93.0
 

   ② 患者満足度の向上 

良質な医療サービスの提供および患者や家族の皆さんの視点に立った病院運営に

より、患者満足度の向上に努めていくことが必要です。 

このため、「声の箱」や「患者様アンケート」等を通じて、こころの医療センター

に対するご意見等を把握・分析し、必要となる取組を検討・推進していくことで、医

療サービスや職員の接遇面での対応力の向上を図っていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

患者満足度（％） 87.5 91.1 94.3

 

６ 経営の効率化等に向けた主要な取組および数値目標 
 

（１）経常収支比率・医業収支比率の向上 

急性期の入院患者に対する手厚い医療の提供や訪問看護・デイケア等による地域生

活支援の充実など多様な医療サービスの提供とともに、今後の診療報酬改定への的確

な対応を通じて、収益増を図っていきます。また、診療材料等の適正な在庫管理を徹

底するなど、費用の一層の縮減に取り組み、経常収支の黒字の維持をめざしていきま

す。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

経常収支比率（％） 100.8 101.3 101.1

医業収支比率（％） 72.9 74.7 73.8

 

（２）患者数の確保に向けた取組 

入院診療においては、急性期治療や静養入院など、患者の医療ニーズをふまえた適

切な病床運用などにより、入院患者数の確保につなげていきます。 

外来診療においては、認知症やアルコール依存症の専門外来など、充実した診療機

能を維持しながら、病病連携・病診連携を進めていくとともに、訪問看護やデイケア

による地域生活支援の充実を図ることなどにより、外来患者数の確保につなげていき

ます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

１日平均入院患者数（人/日） 285.0 295.0 297.0

１日平均外来患者数（人/日） 260.0 270.0 280.0
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（３）医師・看護師の確保 

医師については、精神保健指定医の資格取得や研究・研修への支援など、医師のキ

ャリア形成等の面から、勤務医にとって魅力のある病院づくりに取り組んでいきます。 

看護師については、大学・専門学校等の養成機関への訪問や就職説明会の開催など

を通じて、病院のＰＲを進めていくことにより確保に努めます。また、認定看護師の

資格取得を促進するなど、キャリア形成を支援するとともに、育児・介護のための休

暇等が取得しやすい勤務環境を整えるなど、看護師にとっても魅力のある病院づくり

に取り組んでいきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

医師充足率 （％） 87.8 100.0 100.0

看護師充足率（％） 100.0 100.0 100.0

 

（４）一般会計の負担の考え方 

こころの医療センターが実施する救急医療等の政策的医療や災害医療、認知症等 

の専門的医療、人材育成等の経費については、国が示す基準をふまえた本県の積算基

準に基づき、一般会計から負担を受けることとします。 

 

７ 再編・ネットワーク化および経営形態の見直し 

こころの医療センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で県に設置

が義務づけられている精神科病院であり、さらに、県内の精神科医療の中核病院として、

県の医療政策との整合を図りながら、精神科救急・急性期医療等の政策的医療や認知症

治療、アルコール依存症治療、精神科早期介入・早期予防等の専門的医療を提供すると

ともに、医師や看護師等の育成といった役割を担っています。 

今後も引き続き、このような役割を担っていくために県立県営による運営を進めます。 

 

８ 点検・評価・公表および住民の理解のための取組等 

本計画の着実な推進を図るため、本計画の数値目標について、計画期間中の各年度

の目標値を設定し、「バランス・スコアカード（ＢＳＣ）」で進行管理を行い、その取

組成果等については、毎年、県議会に報告を行うとともに、県のホームページにおい

て公表していきます。 

また、住民の理解のための取組としては、病院と地域住民との交流の場として「ここ

ろしっとこ祭」等を毎年開催するとともに、広報誌「こころ ころころ」の発行や出前

講座等を通じて、病院の取組を紹介するなど、地域に開かれた病院運営に努めていきま

す。 
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９ 財務計画 
 

（１）収支計画（収益的収支） （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

病院事業収益  ①（②+③+④） 3,243,076 3,357,382 3,359,550 3,378,707 3,396,131

 医業収益   ② 2,231,791 2,360,360 2,366,171 2,378,435 2,392,478

  入院収益 1,833,466 1,932,456 1,932,456 1,944,720 1,951,290

  外来収益 375,358 405,162 410,973 410,973 418,446

  その他医業収益 22,967 22,742 22,742 22,742 22,742

医業外収益 ③ 1,011,285 997,022 993,379 1,000,272 1,003,653

  うち一般会計繰入金 897,202 889,685 889,685 889,685 889,685

特別利益   ④ - - - - -

病院事業費用  ⑤（⑥+⑦+⑧） 3,217,853 3,313,805 3,317,506 3,337,492 3,358,103

 医業費用   ⑥ 3,062,325 3,160,818 3,179,584 3,212,624 3,240,642

  給与費 2,122,896 2,196,445 2,212,115 2,226,512 2,242,844

  材料費 189,803 202,308 202,433 203,151 204,115

  経費 557,630 569,108 578,007 581,810 585,606

  減価償却費 177,084 176,601 172,955 187,077 194,003

  資産減耗費 5,838 7,282 5,000 5,000 5,000

  研究研修費 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074

医業外費用 ⑦ 155,528 152,987 137,922 124,868 117,461

特別損失   ⑧ - - - - -

医業損益（②-⑥） △830,534 △800,458 △813,413 △834,189 △848,164

経常損益（②+③）-（⑥+⑦） 25,223 43,577 42,044 41,215 38,028

総収支  （①-⑤） 25,223 43,577 42,044 41,215 38,028

※本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。 

 

 （単位：％）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

経 常 収 支 比 率 

（②+③）／（⑥＋⑦） 
100.8 101.3 101.3 101.2 101.1

医 業 収 支 比 率 

（②／⑥） 
72.9 74.7 74.4 74.0 73.8
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（２）収支計画（資本的収支） （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

資本的収入 ① 347,165 409,520 367,026 360,723 378,996

 企業債 100,600 196,700 146,000 135,000 148,000

県費負担金 246,565 212,820 221,026 225,723 230,996

短期貸付金返還金 - - - - -

資本的支出 ② 476,562 537,435 526,618 487,261 506,174

 建設改良費 148,239 210,795 185,144 138,000 148,000

  病院増改築工事費 114,471 168,078 125,000 97,000 90,000

 資産購入費 33,768 42,717 60,144 41,000 58,000

 企業債償還金 328,323 326,640 341,474 349,261 358,174

 長期借入金償還金 - - - - -

 長期貸付金 - - - - -

 短期貸付金 - - - - -

資本的収支（①-②） △129,397 △127,915 △159,592 △126,538 △127,178

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

収 益 的 収 支 
897,202 889,685 889,685 889,685 889,685

(61,663) (61,663) (61,663) (61,663) (61,663)

資 本 的 収 支 
246,565 212,820 221,026 225,723 230,996

(0) (0) (0) (0) (0)

合       計 
1,143,767 1,102,505 1,110,711 1,115,408 1,120,681

(61,663) (61,663) (61,663) (61,663) (61,663)

※（ ）内は、一般会計繰入金のうち、基準外繰入金額です。 
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第２節 一志病院 
 

１ 前中期経営計画期間（H25～28 年度）における成果と残された課題 

一志病院は、総合診療医（家庭医）を中心としたプライマリ・ケアを実践するととも

に、「三重県地域医療再生計画」に位置づけられた総合診療医の育成拠点として、研修

医や医学生を受け入れ、県内の医師の人材育成にも貢献してきました。 

また、一志病院の診療圏は、診療所等の医療資源が十分でない中で、高齢化が進展し

ているため、訪問診療・訪問看護等の在宅療養支援の充実や、地域包括ケアシステムの

構築に向けた医療・介護・予防等の多職種連携の促進に取り組んできました。 

さらに、へき地診療所への代診医派遣などを行う「へき地医療拠点病院」として、県

内の医療過疎地域に対する支援に取り組んできました。 

経営面においても、収益の確保や費用縮減の経営努力により、平成 25（2013）年度

から平成 28（2016）年度までの４年連続で経常黒字を確保する見込みです。 

今後も、プライマリ・ケアを担う医師や看護師等の医療従事者を安定的に確保したう

えで、こうした地域の医療ニーズ等への対応を継続させていく必要があります。 
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２ ビジョンおよび経営方針 

一志病院においては、次の「ビジョン」と「経営方針」に基づき、同院に求められ 

る役割・機能に応じた取組を実施していきます。 

 ビジョン  

安心してこの地域で生活し続けられる医療を提供し、全国の医療過疎を解決する 

病院のモデルになります。 
 

 経営方針  

・あらゆるニーズに対応するプライマリ・ケアを実践します。 

・プライマリ・ケアを担う人材を育成します。 

・プライマリ・ケアに関するエビデンスを創出します。 

・県民の皆さんが信頼し、自慢できる病院をめざします。 

・職員の意欲と能力の向上に努めます。 

・継続的な医療の提供のために経営の健全化に取り組みます。 

 

３ 地域医療構想をふまえた役割 

三重県地域医療構想（最終案）における津区域の平成 37（2025）年にめざすべき医

療提供体制の方向性として、回復期機能を一層充実させることが必要としており、また、

救急医療体制についても、引き続き救急医療にかかる高い需要が見込まれることから、

輪番制医療機関の医療従事者の負担軽減を図りながら、患者の受入体制を確保すること

が求められています。 

こうしたことをふまえて、一志病院は、急性期機能を担う病院と連携し、急性期を経

過した患者の受入れに努めるなど、在宅復帰に向けた役割を担っていきます。また、津

市白山・美杉地域における入院機能を有する唯一の医療機関として、引き続き、総合診

療医を中心とした 24 時間 365 日の救急患者受入体制を維持していきます。
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４ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割 

一志病院の診療圏である白山・美杉地域は、診療所等の医療資源が十分でない中で、

高齢化が進展しており、地域包括ケアシステムの構築に向けたさまざまな役割が一志病

院に求められています。 

このため、一志病院においては、訪問診療・訪問看護等の在宅療養支援や住民健診等

の予防医療を提供してきました。また、地域包括支援センターが地域課題や事例検討等

を行うために開催する「地域ケア会議」の設置に先立って、医療・介護・予防等の多職

種による連携会議等を開催するなど、多職種の顔の見える関係づくりも促進してきまし

た。 

こうした中で、津市から、地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療と介護連携

の推進に向けた支援等に関する要請を受け、これらの取組の充実を図っています。 

今後も、プライマリ・ケアを実践できる人材の育成を図りながら、在宅療養支援や予

防医療を提供するとともに、地域における多職種連携の取組を促進することで、地域包

括ケアシステムの構築に寄与していきます。 

 

５ 医療機能等の充実に向けた主要な取組および数値目標 
 

（１）地域医療の推進 

   ① 在宅療養支援 

一志病院は、診療所等の医療資源が十分でなく、さらに、高齢化が進展している  

地域を診療圏としていることから、院内における総合的な診療に加えて、訪問診療・

訪問看護等の在宅療養支援も求められています。 

このため、地域のあらゆる医療ニーズに対応できるプライマリ・ケアを実践し、そ

の中で、通院が困難な患者に対しては、訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン等により、患者の在宅療養支援を行うなど、きめ細かな医療サービスの提供を進め

ていきます。 
 

 

 

   ② 予防医療 

誰もが地域において自立した日常生活を営んでいくためには、健康寿命を延ばす 

ことができるよう、疾病予防や早期治療の面からの支援を行うことが重要となります。 

このため、健康教室や糖尿病教室の開催、出前講座等を通じて、地域住民の健康管

理に対する意識の向上を図るとともに、住民健診、人間ドック、がん検診等の予防医

療を提供していきます。 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

訪問診療、訪問看護等延べ患者数（人） 3,800 3,700 
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目標項目 H28 見込 H29 目標 

住民健診、人間ドック、がん検診受検者数（人） 1,400 1,400 
 

   ③ 救急医療 

誰もが住み慣れた地域において安心して暮らしていくためには、常時、急病等に迅 

速に対応できる救急医療体制が不可欠です。 

このため、消防機関や診療所等との密接な連携を図りながら、総合診療医を中心と

した 24 時間 365 日の救急患者受入体制を維持し、地域の救急医療体制の確保に貢献

していきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

救急患者受入件数（件） 1,300 1,000 
 

   ④ 医療過疎地域への支援 

医師の地域偏在を解消することが全国的な課題となっており、本県においても、 

「へき地医療支援機構」や「三重県地域医療支援センター」が設置され、そうした課

題の解消等に向けた取組が進められるなど、地域医療提供体制を確保するためのさま

ざまな対策が実施されています。 

こうした中で、一志病院においても、県から指定を受けた「へき地医療拠点病院」

として、県内のへき地診療所へ代診医を派遣していきます。 

また、一志病院の診療圏である津市美杉地域においては、診療所等の医療資源が十

分でない中で、高齢化の進展に伴う医療需要の増加が見込まれることから、持続可能

な地域医療提供体制の確保が必要となっています。こうした状況に対応するため、津

市が新たに設置する診療所に対して医師を派遣するなど、津市への支援を行っていき

ます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

医療過疎地域等への支援件数（件） 6 7 
 

   ⑤ 関係機関等との連携 

誰もが住み慣れた地域において安心して暮らしていくためには、地域包括ケアシ 

ステムの構築に向け、医療・介護・予防等のさまざまな関係機関や団体が連携して取

り組んでいく必要があります。 

このため、これらの多職種による課題検討会「白山美杉・顔の見える会」の取組へ

の支援や自治会のイベント等への参加を通じて、地域内関係者のネットワークの構築

を図っていきます。 
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目標項目 H28 見込 H29 目標 

多職種連携による取組件数（件） 20 30 

 

（２）人材育成の充実 

   ① 総合診療医の育成 

医師の地域偏在等の課題がある中で、地域医療提供体制を確保していくためには、

へき地等の医療過疎地域において地域医療を実践できる、幅広い臨床能力を有する総

合診療医を育成していく必要があります。 

このため、三重大学を中心に取り組んでいる総合診療医の育成に対応する拠点病院

として、研修医や医学生を積極的に受け入れ、同大学との密接な連携を図りながら実

践的な研修を実施するなど、県内において総合診療医を育成するための中心的な役割

を担っていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

初期研修医・医学生受入延べ人数（人） 670 600 
 

② 看護実習生等の受入れ 

地域医療提供体制を確保するとともに、地域包括ケアシステムを構築していくた 

めには、医師だけでなく看護師の育成、さらには、介護従事者の育成が重要になりま

す。 

このため、指導者の育成を図りながら、看護や介護の実習生を積極的に受け入れ、

実践的な研修を行うことにより、地域で貢献できる人材の育成に取り組んでいきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

看護実習生等受入延べ人数（人） 300 330 

 

③ 医療従事者の能力向上への支援 

医師、看護師等の医療従事者が、地域のあらゆる医療ニーズに的確に対応しなが 

ら、地域包括ケアシステムの中で求められる役割を担っていくためには、それぞれの

専門性を一層高めつつ、医療・介護・予防等の幅広い知識を習得していくことが必要

です。 

このため、院内の医療従事者による学会やカンファレンスへの積極的な参加を支援

するとともに、院内外の医療従事者が、一志病院の参画する多職種連携の取組等にお

いて知識・経験を深めていけるよう、情報発信を行いながら参加への支援等を進めて

いきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

学会、研修、カンファレンス等参加率（％） 100.0 100.0 
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（３）地域医療提供体制の確保に資する研究活動の推進 

医療機関における研究活動については、院内での成果とともに、他の地域への貢献

や支援などの視点から取り組むことが求められています。 

このため、三重大学等との連携により、プライマリ・ケアや医療人材の育成等に関

する研究を推進し、これらのエビデンスの創出・発信を通じて、県内の地域医療提供

体制の確保に寄与していきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

学会、論文等発表件数（件） 30 30 

 

（４）プライマリ・ケアセンターへの支援 

医療過疎地域等において地域包括ケアシステムを構築していくためには、幅広い 

臨床能力を有する総合診療医の確保とともに、医療・介護従事者の確保も重要となり

ます。 

このため県においては、平成 28 年度に、各地域でプライマリ・ケアを実践できる

医療従事者等を育成する「三重県プライマリ・ケアセンター」を一志病院内へ設置し

たところであり、一志病院としても、当センターの機能が十分に発揮されるよう、研

修会の開催や人材育成の面から積極的に支援を行っていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

プライマリ・ケア研修会開催件数（件） 2 3 

 

（５）業務改善の推進 

① 業務改善活動 

地域の皆さんから信頼され、評価される病院として運営していくためには、病院 

機能や経営面等における業務改善を推進していくことが重要です。 

このため、病院のビジョンの実現に向けて院内に設置した「夢プロジェクト」にお

ける職員の活動を通じて、プライマリ・ケアの実践や人材育成、経営の健全化など、

一志病院のさまざまな取組をさらに充実・改善させていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

夢プロジェクト開催回数（回） 12 12 
 

   ② 危機管理対策 

患者や家族の皆さんの視点に立った医療を安全・安心に提供するためには、危機 

管理に対する職員の意識や対応能力を一層向上させていく必要があります。 

このため、医療事故の防止や行動制限等の医療倫理にかかる研修、大規模地震等の
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自然災害を想定した防災訓練等を定期的に開催することにより、医療事故等の未然防

止や災害発生時の円滑な対応に備えていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

危機管理研修等参加率（％） 78.2 90.0 
 

   ③ 患者満足度の向上 

良質な医療サービスの提供および患者や家族の皆さんの視点に立った病院運営に

より、患者満足度の向上に努めていくことが必要です。 

このため、「患者様ご意見箱」や「患者様アンケート」等を通じて、一志病院に対

するご意見等を把握・分析し、必要となる取組を検討・推進していくことで、医療サ

ービスや職員の接遇面での対応力の向上を図っていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

患者満足度（％） 98.8 96.6 

 

６ 経営の効率化等に向けた主要な取組および数値目標 
 

（１）経常収支比率・医業収支比率の向上 

予防医療を含めた良質な医療サービスの提供を通じて、入院・外来患者数や健康診

断等の受診者数の増および診療単価の向上等による収益の増加を図るとともに、材料

費や経費など費用の縮減に努めることにより、経常収支および医業収支の向上を図り

ます。 

また、提供する医療サービスが収益に確実に反映できるよう、診療報酬上の新たな

施設基準の取得や診療報酬の減点対策等に病院全体で取り組んでいきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

経常収支比率（％） 106.9 104.2 

医業収支比率（％） 69.7 68.1 

診療報酬検討会開催回数（回） 12 12 

 

（２）患者数の確保に向けた取組 

入院診療においては、地域の医療機関、保健・福祉機関との一層の連携などにより、

患者数の増を図っていきます。 

外来診療においては、地域住民への健康管理に対する意識の啓発等により、予防医

療受診者の増を図りながら、訪問診療、訪問看護等の在宅療養支援を充実させること

などにより、患者数の増を図っていきます。 
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目標項目 H28 見込 H29 目標 

１日平均入院患者数（人/日） 37.0 37.0 

１日平均外来患者数（人/日） 84.0 88.0 

 

（３）医師・看護師の確保 

医師については、研究・研修環境の一層の充実を図ることにより、勤務医にとって

魅力のある病院づくりに取り組んでいきます。また、学会発表などさまざまな機会を

通じて、総合診療医を中心としたプライマリ・ケアの取組や総合診療医の育成拠点と

しての研修環境など、一志病院の特性や魅力をＰＲしていきます。 

看護師については、キャリア形成を支援するとともに、育児・介護のための休暇等

が取得しやすい勤務環境を整えるなど、看護師にとっても魅力のある病院づくりに取

り組んでいきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

医師充足率 （％） 95.6 100.0 

看護師充足率（％） 100.0 100.0 

 

（４）一般会計負担の考え方 

一志病院が実施する救急医療や人材育成等の経費、不採算地区に立地することによ

り生じる経費等については、国が示す基準をふまえた本県の積算基準に基づき、一般

会計から負担を受けることとします。 

 

７ 再編・ネットワーク化 

一志病院では、三重大学と連携し、地域医療の確保や医療人材の育成のための取組を

進めており、地域医療の確保においては、三重大学から総合診療医の派遣を受け、津市

白山・美杉地域の中で入院機能を有する唯一の医療機関として、医療サービスを提供す

るとともに、津市が当該地域において運営している診療所に対して医師派遣を行ってい

ます。 

また、医療人材の育成においては、三重大学が構築した「三重大学家庭医療学・総合

診療ネットワーク」に参画する医療機関として、医師等が地域医療に携わりながら家庭

医療学を学べる環境を整備するとともに、研修医・医学生を積極的に受け入れるなど、

中心的な役割を果たしています。 

引き続き、地域医療提供体制の確保および医療人材の育成について、三重大学や津市

等の関係機関と密接に連携しながら取り組んでいきます。 
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８ 経営形態の見直し 

一志病院の経営形態については、平成 22 年３月に策定された「県立病院改革に関す

る基本方針」において、診療圏に広域性があるとは認められないことなどから、「県立」

病院としては廃止し、「ニーズに応えられる事業者」へ移譲するとの方向性が示され、

その改革の工程として、「『病院の姿』可能性詳細調査」の結果をふまえ、直ちに民間移

譲の手続きを進めることは困難であることから、当分の間は県立県営での運営を行うこ

ととされています。 

その後、平成 27 年９月に設置された「三重県立一志病院のあり方に関する検討会」

での議論を経て、平成 28 年２月に策定された「三重県立一志病院のあり方について～

三重県立一志病院のあり方に関する検討会を踏まえて～」の中で、同院に求められる役

割・機能が示され、現在、経営形態についての検討がなされています。 

 

９ 点検・評価・公表および住民の理解のための取組等 

本計画の着実な推進を図るため、本計画の数値目標について、計画期間中の各年度の

目標値を設定し、「バランス・スコアカード（ＢＳＣ）」で進行管理を行い、その取組成

果等については、毎年、県議会に報告を行うとともに、県のホームページにおいて公表

していきます。 

また、住民の理解のための取組としては、病院と地域住民との交流の場として「健康

のつどい」を毎年開催するとともに、広報誌「おたっしゃくらぶ」の発行や地域の団体

等への出前講座、ホームページによる情報発信を通じて、病院の取組を紹介するなど、

地域に開かれた病院運営に努めていきます。 
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10 財務計画 
 

（１）収支計画（収益的収支） （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 

病院事業収益  ①（②+③+④） 951,910 965,454  

 医業収益   ② 607,936 619,226  

  入院収益 347,753 347,078  

  外来収益 158,459 164,750  

  その他医業収益 101,724 107,398  

医業外収益 ③ 343,974 346,228  

  うち一般会計繰入金 328,851 331,915  

特別利益   ④ - -  

病院事業費用  ⑤（⑥+⑦+⑧） 890,170 926,823  

 医業費用   ⑥ 872,804 909,010  

  給与費 538,289 574,178  

  材料費 61,982 63,066  

  経費 207,520 209,706  

  減価償却費 61,188 57,929  

  資産減耗費 1,347 1,816  

  研究研修費 2,478 2,315  

医業外費用 ⑦ 17,366 17,813  

特別損失   ⑧ - -  

医業損益（②-⑥） △264,868 △289,784  

経常損益（②+③）-（⑥+⑦） 61,740 38,631  

総収支  （①+⑥） 61,740 38,631  

※本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。 

 

 （単位：％）

 H28 見込 H29 計画 

経 常 収 支 比 率 

（②+③）／（⑥＋⑦） 
106.9 104.2  

医 業 収 支 比 率 

（②／⑥） 
69.7 68.1  

 

 



 

- 25 - 

（２）収支計画（資本的収支） 
（単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 

資本的収入 ① 48,107 68,084  

 企業債 37,200 55,900  

県費負担金 10,907 12,184  

短期貸付金返還金 - -  

資本的支出 ② 65,783 86,292  

 建設改良費 38,243 56,204  

  病院増改築工事費 31,590 32,390  

 資産購入費 6,653 23,814  

 企業債償還金 27,540 30,088  

 長期借入金償還金 - -  

 長期貸付金 - -  

 短期貸付金 - -  

資本的収支（①-②） △17,676 △18,208  

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し 
（単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 

収 益 的 収 支 
328,851 331,915  

(35,460) (35,066)  

資 本 的 収 支 
10,907 12,184  

(0) (0)  

合       計 
339,758 344,099  

(35,460) (35,066)  

※（ ）内は、一般会計繰入金のうち、基準外繰入金額です。 
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第３節 志摩病院 
 

１ 前中期経営計画期間（H25～28 年度）における成果と残された課題 

平成 24 年４月に指定管理者制度を導入した志摩病院については、県と指定管理者と

の間で締結している当病院の管理に関する基本協定等に基づき、指定管理者により、診

療体制の段階的な回復を図りつつ、順調に病院運営を行い、志摩地域の中核病院として

地域住民に良質で安心できる医療サービスを提供してきました。 

具体的には、常勤医師の配置については、内科および総合診療科の医師を中心に充実

を図り、入院診療機能についても、指定管理開始時に休棟していた２つの病棟を再開し、

一般病床の稼働病床数も段階的に増加させるとともに、地域に不足している回復期機能

を確保する病棟として地域包括ケア病棟の運用を開始しました。さらに、内科系の救急

医療体制についても、段階的に受入時間帯の拡充を図り、平成 28 年５月からは、24 時

間 365 日の受入れを開始しました。 

また、経営面でも、診療体制の段階的な回復に伴う患者数の増加等により、収支改善

が図られてきています。 

一方で、産婦人科の常勤医師の確保や小児科の入院診療機能、外科系の救急医療体制

の回復など、基本協定に定めた診療体制の中で残されている課題もあります。 

こうしたことから、今後もさらなる診療体制の回復・充実を図りながら、志摩地域の

医療ニーズに的確に対応していく必要があります。 
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２ 地域医療構想をふまえた役割 

三重県地域医療構想（最終案）における伊勢志摩区域の平成 37（2025）年にめざす

べき医療提供体制の方向性として、回復期機能を一層充実させることが必要としてお

り、志摩病院にあっては、高度急性期機能を担っている伊勢赤十字病院等との連携を

前提としつつ、地勢的に一定程度の急性期機能を担うことが求められているとともに、

回復期機能または慢性期機能の充実を図ることも期待されています。 

こうしたことをふまえ、志摩病院は、伊勢赤十字病院等との連携のもと、志摩地域

の二次救急医療や災害医療等を担う急性期病院としての役割を引き続き担っていくと

ともに、新たに運用を開始している地域包括ケア病棟を安定的に運用するなど、急性

期機能に加え、回復期機能も併せ持つ地域の中核病院としての役割を果たしていきま

す。 

    

３ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割 

三重県地域医療構想（最終案）において、平成 37（2025）年に向けて、伊勢志摩地

域では回復期機能の一層の充実とともに、今後増加していくことが見込まれている在

宅医療等の医療需要に対して、地域包括ケアシステムとして医療・介護・予防等にか

かる地域の関係機関および多職種が連携し、一体となって対応していくことが求めら

れています。 

こうした中で、現在、志摩病院は、志摩地域の地域包括ケアシステムの構築に向け

て、入院医療と在宅医療の連携（病病・病診連携）や、医療・介護・予防等の関係機

関の連携（多職種連携）を行うためのネットワークづくりを推進しています。 

具体的には、地域の医師会との連携により、医師・看護師等の医療関係者やケアマ

ネジャー等の介護関係者、行政、民生委員といった多職種の参加を得た交流会の開催

による顔の見える関係づくりや、専門職を対象とした研修会の開催による人材育成等

を推進しています。 

また、地域住民や民生委員からの相談を受けて、適切な機関につないだり、診療所

や学校等からの相談を受けたりするなど、地域の相談支援窓口の役割も果たしていま

す。 

さらに、在宅患者に安全・安心な療養生活を送っていただくため、病状の急変時に

おいて適切に志摩病院へ救急搬送ができるよう、事前に患者登録を行う志摩地域在宅

病院連携制度を地域の医師会および広域消防組合と連携して構築しています。 

今後も引き続き、志摩地域の中核病院としての役割に加え、こうした地域包括ケア

システムを構築していくための取組の充実についても、積極的に進めていきます。
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４ 診療機能の回復・充実等に向けた取組および数値目標 
 

（１）診療機能の回復・充実 

志摩地域の中核病院としての役割を引き続き担っていけるよう、常勤医師や看護師

等の充実、総合診療医と他の専門医の連携による幅広い疾患への対応、救急医療体制

のさらなる拡充、他の急性期病院等との連携強化など、診療機能の回復・充実を図る

とともに、一層の収支改善に取り組み、経営の健全化に努めます。 

なお、こうした診療機能の回復・充実に向けた指定管理業務にかかる数値目標を次

のとおり設定します。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 H32 目標 

１日平均入院患者数 （人／日） 223.0 237.0 251.0

１日平均外来患者数 （人／日） 326.0 335.0 350.0

１か月平均救急患者数（人／月） 496.0 523.0 615.0

経常収支比率（％） 97.0 100.0 100.0

利用者満足度（％） 85.0 85.0 85.0

※指定管理者の病院運営にかかる数値目標です。 

 

（２）一般会計負担の考え方 

救急医療、高度医療、災害拠点病院、精神病院運営、医師および看護師等の研究  

研修、人材育成等の経費について、国が示す基準をふまえた本県の積算基準に基づき、

一般会計からの負担を受けることとし、それを政策的医療交付金として指定管理者に

交付します。 

また、指定管理者が管理業務を行うにあたって、効率的な運営を行ってもなお経常

損失が生じた場合は、指定管理者と協議したうえで、必要な場合は一定の措置を講じ

ることとします。 

 

５ 再編・ネットワーク化 

伊勢志摩区域は、３市４町（伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、

南伊勢町）で構成されていますが、当該区域の道路事情等を考慮すると、志摩病院は

志摩地域の中核病院として、二次救急医療や一定の高度医療、災害医療等の役割を担

っていく必要があります。 

一方で、志摩地域に立地する志摩市民病院や町立南伊勢病院、民間医療機関は、志

摩病院との適切な役割分担のもとで、住民に最も身近な医療を担っています。 

このため、志摩病院は、病院の再編やネットワーク化を行うのではなく、引き続き、

こうした役割分担を前提に、地域内医療機関との一層の連携に努めながら、同病院の

診療機能を高めていきます。 
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さらに、県から指定を受けた「へき地医療拠点病院」として、県内の医療過疎地域

への代診医派遣等の支援について中心的に対応する役割を引き続き担い、地域医療提

供体制の確保にも貢献していきます。 

 

６ 経営形態の見直し 

志摩病院については、医師不足等に伴って志摩地域の中核病院として求められる役

割・機能を担うことが困難となり、大幅な収支の悪化も招く状況であったことから、

平成 22 年３月に県が策定した「県立病院改革に関する基本方針」に基づき、平成 24

年４月から指定管理者制度を導入しているところです。 

指定管理者制度導入後は、内科および総合診療科等の医師の増員に伴う外来診療の

充実や稼働病床の増床、回復期機能を有する地域包括ケア病棟の運用、内科系救急患

者の 24 時間 365 日の受入れなど、診療機能の段階的な回復・充実が進み、順調な病院

運営が継続しており、制度の導入成果は年々高まってきています。 

今後も、指定管理者制度の継続を前提に、志摩病院の運営を進めていきます。 

 

７ 点検・評価・公表および住民の理解のための取組等 

県の指定管理者制度取扱要綱等に基づき、引き続き、毎年度、指定管理者から業務

の実施状況の報告（数値目標の実績を含む。）とそれらの評価を徴したうえで、県が評

価を行い、県議会において報告を行うとともに、県のホームページにおいて公表して

いきます。 

住民の理解のための取組としては、志摩病院において、毎年度実施している患者ア

ンケートを引き続き実施することなどにより、患者の皆さんの意見等を把握・分析し、

病院運営に生かしていきます。 

さらに、地域住民の皆さんを対象とした志摩病院の運営状況や今後の取組方針等を

周知する説明会についても、引き続き開催（年１回）していきます。 
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８ 財務計画 
 

（１）収支計画（収益的収支） （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

病院事業収益  ①（②+③+④） 1,205,691 920,985 835,630 842,734 831,428

 医業収益   ② 10,751 11,142 11,142 11,142 11,142

  入院収益 - - - - -

  外来収益 - - - - -

  その他医業収益 10,751 11,142 11,142 11,142 11,142

医業外収益 ③ 1,194,940 909,843 824,488 831,592 820,286

  うち一般会計繰入金 798,316 526,835 526,835 526,835 526,835

特別利益   ④ - - - - -

病院事業費用  ⑤（⑥+⑦+⑧） 1,203,091 905,637 901,108 896,681 896,665

 医業費用   ⑥ 1,123,852 830,356 831,372 830,423 834,233

  給与費 - - - - -

  材料費 - - - - -

  経費 781,523 512,938 512,453 512,453 512,453

  減価償却費 329,199 311,980 312,919 311,970 315,780

  資産減耗費 13,130 5,438 6,000 6,000 6,000

  研究研修費 - - - - -

医業外費用 ⑦ 79,239 75,281 69,736 66,258 62,432

特別損失   ⑧ - - - - -

医業損益（②-⑥） △1,113,101 △819,214 △820,230 △819,281 △823,091

経常損益（②+③）-（⑥+⑦） 2,600 15,348 △65,478 △53,947 △65,237

総収支  （①-⑤） 2,600 15,348 △65,478 △53,947 △65,237

※１ 県の病院事業会計における財務計画です。 

２ 本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。 

 

 （単位：％）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

経 常 収 支 比 率 

（②+③）／（⑥＋⑦） 
100.2 101.7 92.7 94.0 92.7
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（２）収支計画（資本的収支） （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

資本的収入 ① 1,049,796 1,053,364 921,790 859,630 843,956

 企業債 207,400 238,200 184,500 113,300 108,900

県費負担金 492,396 215,164 137,290 146,330 135,056

短期貸付金返還金 350,000 600,000 600,000 600,000 600,000

資本的支出 ② 1,270,290 1,268,526 1,059,080 1,005,959 979,012

 建設改良費 208,575 239,873 186,528 114,800 110,400

  病院増改築工事費 65,921 94,866 86,528 34,800 30,400

 資産購入費 142,654 145,007 100,000 80,000 80,000

 企業債償還金 711,715 428,653 272,552 291,159 268,612

 長期借入金償還金 - - - - -

 長期貸付金 - - - - -

 短期貸付金 350,000 600,000 600,000 600,000 600,000

資本的収支（①-②） △220,494 △215,162 △137,290 △146,329 △135,056

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

収 益 的 収 支 
798,316 526,835 526,835 526,835 526,835

(63,906) (60,918) (60,918) (60,918) (60,918)

資 本 的 収 支 
492,396 215,164 137,290 146,330 135,056

(271,900) (0) (0) (0) (0)

合       計 
1,290,712 741,999 664,125 673,165 661,891

(335,806) (60,918) (60,918) (60,918) (60,918)

※（ ）内は、一般会計繰入金のうち、基準外繰入金額です。 
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第４節 県立病院課 
 
１ 前中期経営計画期間（H25～28 年度）における成果と残された課題 

県直営のこころの医療センターおよび一志病院については、それぞれの病院に求めら

れる役割・機能に応じたさまざまな取組を推進するとともに、計画期間における２病院

を合わせた経常収支の黒字を確保する見込みです。 

また、志摩病院については、医師確保等の課題に対して指定管理者と共に取り組み、

指定管理者により、診療体制の段階的な回復と経常収支の改善が図られました。 

引き続き、それぞれの病院が求められる役割・機能を担っていけるよう、医師や看護

師等の医療従事者を安定的に確保するとともに、経営面での強化を図るための支援を充

実していく必要があります。 

 

２ 各県立病院に対する支援および数値目標 
 

（１）経常収支等の向上に向けた支援 

病院事業庁内の各種会議等を通じて、病院の運営状況を適切に把握・分析するとと

もに、国・県の医療政策の動向や病院運営にかかる先進的な取組、医療と密接に関連

する保健・福祉に関する情報等を積極的に収集・提供するなど、それぞれの病院運営

を支援していきます。 

また、各病院における医療安全や未収金等にかかる対策について、病院と共に積極

的に取り組んでいきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

経常収支比率（％） 102.1 101.9 

医業収支比率（％） 70.3 71.4 

     ※こころの医療センター、一志病院、県立病院課を合計した値 

 

（２）医師・看護師の確保 

医師の確保については、三重大学等への医師派遣要請を継続的に実施します。また、

医師の研修予算の確保や図書の整備など研修環境の充実を図るとともに、子育て支援

制度の運用など働きやすい職場づくりを推進することで、医師にとって魅力のある病

院づくりに取り組んでいきます。 

看護師については、大学、専門学校等の養成機関への積極的な訪問や就職説明会へ

の参加、さまざまな広報媒体の活用などによる県立病院のＰＲに努めるとともに、修

学資金の貸付制度を運用することなどにより、新たな職員の確保に取り組みます。ま

た、看護師にとって魅力ある病院づくりのため、専門看護師、認定看護師、その他学

会認定資格等の資格取得にかかる支援や、子育て支援制度の運用、院内保育所の運営、

時間外勤務を縮減する取組等を推進していきます。 
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目標項目 H28 見込 H29 目標 

医師充足率 （％） 90.2 100.0 

看護師充足率（％） 100.0 100.0 

     ※こころの医療センター、一志病院を合計した値 

 

（３）職員の専門性の向上 

医療従事者が専門的な知識や技術を継続的に習得・向上し、良質な医療を提供し 

ていけるよう、各種研修への参加や資格取得のための支援について、積極的に実施し

ていきます。また、事務職員についても、経理、企画、医事、労務管理等、経営の健

全化や安全化を図るための能力向上に資する研修等への積極的な参加を支援・促進し

ていきます。 
 

（４）患者満足度の向上 

他病院・他業種における患者または顧客の満足度向上に関する取組事例等について、

情報収集し病院現場に提供することなどにより、病院独自の取組につながっていくよ

う支援を進めていきます。 
 

目標項目 H28 見込 H29 目標 

患者満足度（％） 91.2 93.0 

     ※こころの医療センター、一志病院を合計した値 

 

（５）職員満足度の向上 

良質で満足度の高い医療サービスを提供するためには、職員が働きがいをもって、

いきいきと仕事に取り組むことが大切です。 

このことから、仕事と生活のバランスを取るため、各職場においてもライフを含め

た対話を進めるとともに、子育て支援等のための各種制度の利用を促進するなど、ワ

ーク・ライフ・マネジメントよる働きやすい職場環境づくりに取り組んでいきます。 
 

（６）志摩病院の指定管理者に対する指導・監督等 

志摩病院の運営に関する具体的な事項を協議するため、病院事業庁と指定管理者 

の代表者等で構成する「志摩病院管理運営協議会」において、取組方針等の確認や課

題調整などを行うとともに、指定管理者から毎月提出される業務報告の聴き取り等を

通じて運営状況を常に把握し、診療体制のさらなる回復および経営改善が着実に図ら

れるよう、適切な連携および指導・監督を行っていきます。 
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３ 財務計画 
 

（１）収支計画（収益的収支） （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

病院事業収益  ①（②+③+④） 105,279 103,942 103,841 103,925 103,972

 医業収益   ② - - - - -

  入院収益 - - - - -

  外来収益 - - - - -

  その他医業収益 - - - - -

医業外収益 ③ 105,279 103,942 103,841 103,925 103,972

  うち一般会計繰入金 104,284 103,109 103,109 103,109 103,109

特別利益   ④ - - - - -

病院事業費用  ⑤（⑥+⑦+⑧） 105,279 103,942 103,841 103,925 103,972

 医業費用   ⑥ 102,526 103,347 103,225 103,328 103,397

  給与費 95,320 95,839 96,187 96,377 96,618

  材料費 - - - - -

  経費 4,758 4,180 3,923 3,623 3,331

  減価償却費 1,654 1,721 1,466 1,714 1,864

  資産減耗費 25 23 65 30 -

  研究研修費 769 1,584 1,584 1,584 1,584

医業外費用 ⑦ 2,753 595 616 597 575

特別損失   ⑧ - - - - -

医業損益（②-⑥） △102,526 △103,347 △103,225 △103,328 △103,397

経常損益（②+③）-（⑥+⑦） 0 0 0 0 0

総収支  （①-⑤） 0 0 0 0 0

※本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。 
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（２）収支計画（資本的収支） （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

資本的収入 ① 1,013 1,013 11,013 - 1,250

 企業債 - - 10,000 - -

県費負担金 1,013 1,013 1,013 - 1,250

短期貸付金返還金 - - - - -

資本的支出 ② 92,625 99,838 53,625 44,461 44,100

 建設改良費 - 613 10,000 2,861 -

  病院増改築工事費 - - - - -

 資産購入費 - 613 10,000 2,861 -

 企業債償還金 2,025 2,025 2,025 - 2,500

 長期借入金償還金 90,000 90,000 35,000 35,000 35,000

 長期貸付金 600 7,200 6,600 6,600 6,600

 短期貸付金 - - - - -

資本的収支（①-②） △91,612 △98,825 △42,612 △44,461 △42,850

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し （単位：千円）

 H28 見込 H29 計画 H30 計画 H31 計画 H32 計画 

収 益 的 収 支 
104,284 103,109 103,109 103,109 103,109

(0) (0) (0) (0) (0)

資 本 的 収 支 
1,013 1,013 1,013 -  1,250

(0) (0) (0) (0) (0)

合       計 
105,297 104,122 104,122 103,109 104,359

(0) (0) (0) (0) (0)

※（ ）内は、一般会計繰入金のうち、基準外繰入金額です。 
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三重県病院事業 中期経営計画 

（平成 29 年度～平成 32 年度） 
 

平成 29 年３月 

三重県病院事業庁県立病院課 
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